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大阪府の取組み（法施行前）

令和４年１０月
労働者協同組合法の施行に先立ち、
相談体制を整え、周知啓発をスタート

１．設立の届出等に関する相談窓口の設置
（令和４年７月）

 ２．法周知のためのホームページを開設
（令和４年７月）

３．府民・市町村職員等を対象としたセミナーの開催
（令和４年８月）



箕面市① 箕面市② 羽曳野市 池田市 守口市 合計

２月１６日 ３月３日 ２月２４日 ２月２８日 ３月１６日

78名17名 20名 11名 16名 14名

セミナー風景（箕面市） 質疑応答（池田市） セミナー後の相談（羽曳野市） １

大阪府の取組み（法施行後①）

（令和５年２月～３月にかけて開催）

～府内市町村との連携によるセミナー～



２

～労働者協同組合モデル定款～

大阪府の取組み（法施行後②）

大阪府ホームページの
トップページより

で検索できます。

労働者協同組合 モデル定款

https://www.pref.osaka.lg.jp/rodokankyo/roudousya/yousiki.html


３

～設立支援事業（令和5年9月開始）～
１．対象者
労働者協同組合の設立または他法人から
の移行を検討している府内の団体等

２．支援内容例
 事業内容の検討、類似事例紹介
 事業計画書・定款の作成 他

３．支援回数
 原則１団体あたり、最大５回まで

※詳細は大阪府ホームページをご確認ください。

大阪府の取組み（法施行後③）

https://lgpos.task-asp.net/cu/270008/ea/residents/procedures/apply/976fda0a-cc38-441f-930d-7885e68cd0a7/start


大阪府の設立の届出等に関する相談窓口
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受付時間
９：００～１２：１５/１３：００～１８：００
※土・日・祝日、年末年始を除く

０６－６９４６－２６０５

大阪府商工労働部雇用推進室労働環境課（大阪府労働相談センター）
住所：大阪市中央区石町２丁目５－３ エル・おおさか南館３階
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2025年4月13日（日）～10月13日（月）

会場：大阪府大阪市夢洲地区
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